
 

 

 建築物のシックハウス対策マニュアル講習会 
 木造住宅のシックハウス対策マニュアル講習会 における質問と回答   －１－ 
 
                                            （財）日本建築センター 
                                              （財）ベターリビング 
                       （財）建築環境・省エネルギー機構 
  
 
シックハウス対策のための改正建築基準法が、本年７月１日から施行されるのに伴い、

改正概要と逐条解説、住宅性能表示制度の改正概要の解説及び設計施工マニュアルについ

ての講習会を５月から６月にかけて全国で開催いたしました。 
 受講者の方々よりの質問をとりまとめ、講師をしていただいた国土交通省等の方々に 
ご回答をいただきましたので、ここに掲載いたします。 
 なお、本講習は建築物と木造に分かれておりますが、この回答は特に区分けをしており

ません。また、この回答は５月末現在の質問をとりまとめて－１－としております。これ

以降の分につきましては、回答がまとまり次第逐次追加掲載を予定しております。 
 
 掲載項目 
○ 改正建築基準法に対応したシックハウス対策について 
 １．規制の対象となる建築物         １７．内装仕上げ 
 ２．クロルピリホス             １８．廻り縁、窓台その他の部分 
 ３．告示対象建材                            １９．天井裏等の換気による処置 
 ４．木質系フローリング・集成材              ２０．換気設備の義務づけ 
 ５．ホルムアルデヒド発散材料の認定          ２１．換気設備が不要の居室 
 ６．輸入建材の取り扱い                      ２２．換気回数 
 ７．規制対象外の建材                        ２３．必要有効換気量 
 ８．告示対象外                              ２４．換気方式・構造 
 ９．複数の材料・二次加工                    ２５．全圧力損失の計算 
 １０．ＪＩＳ・ＪＡＳによる等級              ２６．中央管理方式の空調設備 
 １１．自主表示                              ２７．施行日・法の適用 
 １２．５年以上経過                          ２８．確認 
 １３．居室                                  ２９．検査 
 １４．天井裏等                              ３０．違反に対する罰則 
 １５．規制対象空間                          ３１．増改築 
 １６．通気確保の建具 
 
○ 設計・施工マニュアルについて ○ 住宅性能表示制度について(平成15年7月4日追加) 
 ３２．設計施工マニュアル     ３３．住宅性能表示制度  

  注） 建 建築物のシックハウス対策マニュアル 
    木 木造住宅のシックハウス対策マニュアル 


